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事業年度に係る業務実績評価（年度評価）の概要 

１ 趣 旨 

公立大学法人熊本県立大学は、地方独立行政法人法(以下「法」という。)第28条第1

項及び公立大学法人熊本県立大学の業務運営並びに財務及び会計に関する規則（以下「規

則」という。）の規定により各事業年度における業務実績について評価委員会の評価を受

ける必要があり、今回、6月に提出があった業務実績報告書に基づき平成25年度の業務

実績評価を行うもの。 

評価委員会は、法人が行う業務の公共性及び業務運営の透明性の確保を図るために、

各事業年度終了時において業務実績評価を行い、その結果を通知、報告、公表すること

とされている。 
 

２ 手続に係るイメージ図 
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資料１ 

⑤ 公 表 
(ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ

等) 

法28条4項 

 

 

自己評価 
 

② 評 価 
 

法28条1項

及び2項 

②-2 総合的な評定 
【項目別評価】 

・検証結果を踏まえ、大項目ごとに１から４の４段

階で評価 

・教育研究は、特筆すべき点や改善すべき点等を 

記載 

【全体評価】 

・項目別評価を踏まえ、総合的に評価 

  →  業務実績評価書取りまとめ 

⑥議会へ

の報告 
 

法28条5項 

 

 

③ 通 知 
 

 

法28条3項 

 

②-1 調査・分析 
・業務実績報告書を基に検証 

・教育研究は、進捗状況等に対する特記を行う。 
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【参 考】 

地方独立行政法人法 

（各事業年度に係る業務の実績に関する評価）  

第２８条 地方独立行政法人は、設立団体の規則で定めるところにより、各事業年度における業務

の実績について、評価委員会の評価を受けなければならない。 

２ 前項の評価は、当該事業年度における中期計画の実施状況の調査をし、及び分析をし、並びに

これらの調査及び分析の結果を考慮して当該事業年度における業務の実績の全体について総合

的な評定をして、行わなければならない。 

３ 評価委員会は、第１項の評価を行ったときは、遅滞なく、当該地方独立行政法人に対して、そ

の評価の結果を通知しなければならない。この場合において、評価委員会は、必要があると認め

るときは、当該地方独立行政法人に対し、業務運営の改善その他の勧告をすることができる。 

４ 評価委員会は、前項の規定による通知を行ったときは、遅滞なく、その通知に係る事項（同項

後段の規定による勧告をした場合にあっては、その通知に係る事項及びその勧告の内容）を設立

団体の長に報告するとともに、公表しなければならない。 

５ 設立団体の長は、前項の規定による報告を受けたときは、その旨を議会に報告しなければなら

ない。 

 

公立大学法人熊本県立大学の業務運営並びに財務及び会計に関する規則 

（各事業年度に係る業務の実績報告） 

第６条 法人は、法第２８条第１項の規定により各事業年度における業務の実績について熊本県

公立大学法人評価委員会条例(平成17年熊本県条例第37号)第１条の熊本県公立大学法人評価委

員会(以下「委員会」という。)の評価を受けようとするときは、前条第１項の年度計画に定め

た事項ごとにその実績を明らかにした報告書を当該事業年度の終了後３月以内に委員会に提出

しなければならない。 
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平成２５年度公立大学法人熊本県立大学 業務実績報告書の概要 
(見直し版) 

 

評価委員会事務局において、業務実績報告書の中から、顕著な取組や改善が望まれる取組等、６つの評価の視点で概要をとりまとめたもの 

※複数の視点に合致する場合は、便宜上、若番を優先に整理。 

評価の視点 番 号(※) と 評 価 事 項   【計２１項目】 各委員からの御意見 

①顕著な取組・成果 

 【顕著】 １項目 
13 管理栄養士国家試験の合格率１００％ 

28  「有明海・不知火海流域圏における環境共生型産業に関する研究」の取組による外部

資金の獲得（④【着実】から移動） 

②独自の取組 

〈独自〉 ２項目 

36 熊本県立大学水銀研究留学生奨学金制度の導入決定 

45 防災・減災ビジョンの策定 

 

 

③新たな取組 

  （新規）  １項目 
２ 国立水俣病総合研究センターとの連携大学院協定締結 

 

④着実な取組・成果 

  「着実」 

    １３項目 

７ 食健康等に関するプロジェクトの推進 

15 44 就職率９３％（過去５年間の最高値） 

25 「森林計画学賞」受賞（「有明海・不知火海流域圏における環境共生型産業に関す

る研究」プロジェクトの一環） 

26 科学研究費補助金への教員の応募率１００％達成 

28  「有明海・不知火海流域圏における環境共生型産業に関する研究」の取組による

外部資金の獲得 

29 55 外部資金の獲得件数、獲得金額の増加 

31 34 59 研究成果の公表、情報発信のための取組（ホームページの見直し、研修者

ガイドの作成） 

33  １市２町との包括協定の締結による地域貢献活動の推進 

35 社会的課題（防災）に関する公開講座等の開催 

39 課外活動及びボランティア活動に関する指針策定 

47 全学共通教育推進体制の整備（全学教育推進センターの設置決定） 

57 61 ＬＥＤ照明への移行及び「太陽光発電及び蓄電に関する補助事業採択」等、環

境負荷軽減に関する取組 

62 熊本市との「避難所施設利用に関する協定書」の締結 

 

16  全学ＦＤ研修への取組 

22  英語運用能力育成プログラムへの取組（英語英米文学科） 

 

⑤報道等から注目 

された取組 

〔注目〕  １項目 

６  英語合宿「熊本県立大学Englishコレジオin天草2013」の試行実施 

 

⑥改善が望まれる 

取組 

《課題》  ３項目 

１ 学部志願者数２，０００人確保が達成できなかった 

８ 18 総合管理学部の改組が再検討となり、同学部の教育課程のも再編も再考とな

った 

63  情報セキュリテイポリシー等の見直しが先送りとなった 

 

48 事務職員の資質向上のためのＳＤ研修における検証 

 

参 考 

※番号は、業務実績報告書の中期計画・年度計画の番号と一致します。 
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平成２５年度業務実績評価に対する評価委員の追加意見 
 

 

１ 特筆すべき点や改善すべき点、法人の自己評価に対する意見 

 

事業番号 意  見  欄 備考 

６ カリキュラム変更を、何故今年度からではなく27年度か

らとしたのか。 

 

参考資料 

１６ 

 

全学ＦＤへの取り組みについては、講演会の開催数、参

加人員さらにフォローアップ等、しっかりとした取り組み

がなされているので着実な取組としてはどうか。 

 

 

２２ 英語運用能力育成プログラムについては、課題達成に向

け具体的かつ実践的な取組がなされており、着実な取組と

して評価してはどうか。 

 

 

２８ 「有明海・不知火海流域圏における環境共生型産業に関

する研究」の取組による外部資金の獲得については、顕著

な取組として①に移動してはどうか。 

 

 

３８ 

 

サバティカル研修への助成制度の内容はどのようなも

のか。 

参考資料 

４４ 評価の視点として、今後は外形上の就職率の向上だけで

はなく、ミスマッチ改善のための就職後のモニタリングが

必要ではないか。 

 

参考資料 

４８ 事務職員の資質向上のためのＳＤの実施については、自

己評価Ａなるも、アンケート等による検証の有無が不明で

あるので、課題としてはどうか。 

 

参考資料 

 
２ その他 

 

 
 


